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☆オンライン知的財産セミナー（最近の商標審判決における
識別力・類否判断の傾向に照らした自社商標保護の図り方） ⑻

１．はじめに
著作権法においては、「原作品」との用語がしばし

ば用いられる。しかし、著作権法にはこの語につい
ての定義が設けられていない。現行法は、1970年の
制定から50年以上を経て、文化の発展の基盤となる
法律という位置付けのみならず、文化産業の基盤と
なる法律としての色彩も色濃くなってきた。ところ
が、技術の進歩に伴って著作物の利用方法のみなら

ず著作物のあり方さえも多様化が進んでいる現代に
合わせた抜本的な改正には至っていない。近年では
ほぼ毎年のように法改正がなされているが、残念な
がら「原作品」に関する部分は依然として手付かず
のままとなっており、伝統的な「原作品」の理解では、
実態にそぐわないという場面も出てきたよう見受け
られる。写真を例にとれば、写真の著作物とはプリ
ントアウトしたものであるとするのが伝統的な理解

☆デジタル時代における著作物の「原作品」
に関する検討 ………………………………… ⑴
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